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は じ め に

少子・高齢化の急速な進行が指摘されて久しい現在、焦点は人口減少社会に移りつ

つあり、どのように持続可能な社会を形成していくかが重要な課題となっています。

このことは本市においても例外ではなく、平成２３年以降、人口の自然減が見られる

ようになっており、人口構造の変化に対応したまちづくりが求められています。

こうした中、子どもやその母親となる妊産婦が安心して暮らし続けられるまちづく

りは、増加する高齢者にとっても、住み慣れた地域で豊かな生活を送ることができる

まちづくりに結びつくことでしょう。

加えて、本市においては、何らかの形で障がいを抱える方が毎年２％前後のペース

で増加している状況にもあります。こうした方にとっても、安心して暮らし続けられ

るまちづくり、住み慣れた地域で豊かな生活を送ることができるまちづくりは、ノー

マライゼーションの普及やその生活の自立に寄与するものと考えられます。

本市では、バリアフリーの観点からは、平成１４年に「苫小牧市福祉のまちづくり

条例」を制定するとともに、平成１６年度から平成２５年度までの間を計画期間とす

る「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」を策定することにより、子どもや妊産婦、

高齢者、障がい者など、全ての人々が安心して快適な日常生活を営み、等しく社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる地域社会の実現に向け

て様々な施策を展開してきました。

その中でも、より様々な場面で自立や社会参加の困難さに直面する、障がいを抱え

る方に対しては、平成９年策定の「苫小牧市障害者福祉計画」及び平成１９年策定の

「苫小牧市障害者計画」を通じ、その基本理念である「自立できる／自立を応援する

福祉のまちづくり」を実現すべく、各種の障がい者施策に取り組んできたところです。

このたび、現下の社会情勢を反映した新たな「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」

「苫小牧市障がい者計画」を策定することとしました。今回の計画策定では、施策の

推進上密接な関係にある両計画を統合的に管理することとし、バリアフリーやノーマ

ライゼーションの理念に沿った各種施策の基本的な方向性について、より分かりやす

い形で市民の皆様にお示しすることをねらいとしています。

今後、両計画に基づき、激動の時代にあっても確かな福祉のまちづくりを推進する

よう、全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、全ての市民の皆様の御理

解と御協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

おわりに、今回の計画策定に当たり、多様な見地から貴重な御意見、御提言をお寄

せいただいた市民の皆様をはじめ、御指導、御助言を賜りました「苫小牧市福祉のま

ちづくり推進会議」「苫小牧市障害者計画・障害福祉計画検討懇話会」の委員の皆様

に対しまして、心から御礼申し上げます。

平成２６年２月

苫小牧市長 岩 倉 博 文
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１ 計画策定の経緯

（１）福祉のまちづくりの背景

全ての人が安心して快適な日常生活を営み、等しく社会、経済、文化その他あらゆ

る分野の活動に参加することができる地域社会の実現は、市民の共通した願いです。

このような社会を実現するためには、お年寄りや障がいのある方、妊産婦、乳幼児を

連れた人など、多くの市民の日常生活や社会参加を困難にしている様々な障壁を取り

除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、社会参加することができる環境を創り上げ

る必要があります。

本市では、昭和５９年６月に「苫小牧市福祉のマチづくり環境整備要綱」を制定し、

行動に支障のある方が建築物等を利用しやすくなるよう施設整備改善の指針を示し、

福祉のまちづくりを推進してきました。

その後、国においては平成６年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビル法）を、平成１２年に「高齢者、身

体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バリ

アフリー法）をそれぞれ制定し、北海道においても平成９年に「北海道福祉のまちづ

くり条例」を制定するなど、バリアフリーの動きが全国的なものとして定着してきた

経過があります。

こうした中、本市における福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推

進するため、平成１４年に政策条例である「苫小牧市福祉のまちづくり条例」を制定

しました。更に、平成１７年３月にはこの条例に基づく「苫小牧市福祉のまちづくり

推進計画」を策定し、公共施設の整備などのハード面と、意識づくりやコミュニケー

ションなどのソフト面の両面から、バリアフリーの動きを確たるものとするよう施策

を展開してきたところです。

（２）障がい者施策の背景

一方、より様々な場面で自立や社会参加の困難さに直面する、障がいのある方に対

しては、ノーマライゼーションの普及を目指し、更なる支援の輪を広げる必要があり

ます。

国においては、「国際障害者年」（昭和５６年）、「障害者に関する世界行動計画」（昭

和５７年）、「国連・障害者の十年」（昭和５８年～平成４年）といった世界的な流れ

を背景に、昭和５７年３月に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、各種の障が

い者施策を展開してきました。

Ⅰ 苫小牧市福祉のまちづくり推進計画と

苫小牧市障がい者計画
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この計画の後継として「障害者対策に関する新長期計画」が策定された平成５年、

当時の「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正され、障がいのある方の

自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進が基本的理念とし

て明記されました。この際、市町村が障がい者施策に関する基本的な計画を策定する

よう努力規定として明記され（後に義務規定化されました。）、本市においても障がい

者施策を総覧できる計画の必要性が高まっていたところです。

本市では、平成９年３月に第１期の市町村障害者計画となる「苫小牧市障害者福祉

計画」（平成９年度～平成１８年度）を策定し、その基本理念である「障害のある人

もない人も誰もが社会に参加し、自立できる福祉の街づくり」の実現に向けて、各種

の障がい者施策に取り組んできました。

この間、サービスの提供に関する制度は「措置費制度」から「支援費制度」、「自立

支援給付制度」と様変わりし、契約を通じて、障がいのある方の自己決定によるサー

ビスの利用が定着してきました。とりわけ、「自立支援給付制度」は身体・知的・精

神という障がいの種別に関わらない共通の制度として設けられており、障がいのある

方の自己実現への支援について、新たなあり方が求められてきた経過にあります。

このため、平成１９年３月、第２期の市町村障害者計画となる「苫小牧市障害者計

画」を策定し、第１期計画の基本理念を踏まえながら「ともに創るやさしい苫小牧～

自立を応援する福祉のまちづくり～」を新たな基本理念として掲げ、「自己実現を応

援するまちづくり」「暮らし続けられるまちづくり」「バリアフリーのまちづくり」の

３つの基本方針を軸に、更なる障がい者施策の推進を図ってきたところです。

（３）新たな時代の新たな計画

その後も福祉のまちづくりや障がい者施策を取り巻く環境は変わり続け、平成１８

年にはハートビル法及び交通バリアフリー法を統合する形で「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）が制定されました。

特に、障がい者施策については、平成２２年６月２９日に政府が「障害者制度改革

の推進のための基本的な方向について」と題する閣議決定を行い、この指針に基づき

新たな時代にふさわしいバリアフリーやノーマライゼーションの理念の具体化・施策

化が進められています。

その多様さは目をみはるものがあり、平成２３年には「障害者基本法」改正及び「障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待

防止法」とします。）の制定、平成２５年には障害者雇用率の引上げ、障害者自立支

援法に代わる「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以

下「障害者総合支援法」とします。）の施行、更には「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」とします。）の制定など、枚挙にい

とまがありません。

こうした中、少子・高齢化の急速な進行は今や人口減少社会につながり、人口構造
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の変化が新たな時代の新たな課題を浮き彫りにしています。高齢者人口の増加による

バリアフリーの需要のみならず、障がいのある方の暮らしやすさの実現が、今まで

以上に重要な課題となります。本市においても、平成２３年以降、人口の自然減が始

まっており、新たな時代にふさわしいバリアフリーの定着や、ノーマライゼーション

の推進が欠かせないものとなっています。

２ 計画策定の基本的な考え方

以上を踏まえ、新たな「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「苫小牧市障がい者

計画」では、次の事項を計画策定に当たっての基本的な考え方とします。

３ 計画の性格と位置付け

２の①②で示したとおり、「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「苫小牧市障がい

者計画」は、各法令に基づく計画としてそれぞれの施策を総合的かつ計画的に定める、

基本的な計画として位置付けられます（次ページの図を参照してください。）。

４ 「障がい者」の範囲

「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「苫小牧市障がい者計画」のどちらも、広

く市民全体を対象とするものですが、その中でも大きな位置を占める「障がい者」の

範囲については、障害者基本法における「障害者」の定義のとおりとなります。

① 新たな「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」は、苫小牧市福祉のまちづくり

条例第７条第１項に規定する推進計画として、バリアフリーの定着を目指した市

の福祉のまちづくりの施策を総合的かつ計画的に定めるものです。

② 新たな「苫小牧市障がい者計画」は、障害者基本法第１１条第３項に規定する

市町村障害者計画として、平成２５年に国が策定した「障害者基本計画」及び同

年に北海道が策定した「第２期北海道障がい者基本計画」を基本としながら、市

の障がい者施策を総合的かつ計画的に定めるものです。

③ 施策の推進上、密接な関係にある２つの計画の進捗を統合的に管理することを

念頭に、共通の基本理念を掲げるなどの調和を図ります。

④ これまでの福祉のまちづくりと障がい者施策の背景を踏まえ、その継続性を保

つよう配慮するほか、「苫小牧市総合計画」をはじめとする市の他の計画との整

合性を保つよう努めます。

■ 障害者基本法第２条による「障害者」の定義 ■

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」

と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける状態にあるもの
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＜ 苫小牧市福祉のまちづくり推進計画・苫小牧市障がい者計画の位置付け ＞

∧ バリアフリー新法 障害者基本法

○ハートビル

法 ○交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ （影響・調和・整合）

令 障害者総合支援法 施策別の各法

苫小牧市福祉の ○自立支援給付 ○障害種別法令

∨ まちづくり条例 ○地域生活支援事業 ○就労、権利擁護

（影響）

（国） （国）基本指針

障害者基本計画

（即して策定）

（道） （道）

∧ 第２期北海道 第３期北海道

第２期苫小牧市福祉の 障がい者基本計画 障がい福祉計画

まちづくり推進計画

＜バリアフリー＞ 第３期苫小牧市 第３期苫小牧市

計 ＜事業具体化＞ 障がい者計画 障害福祉計画

◎権利擁護の推進 ＜施策の方向性＞ ＜サービス見込量＞

◎虐待の防止と ＜活動の指針＞ ＜サービス確保策＞

障がいを理由と

画 する差別の解消 ●教育・育成 □訪問系サービス

◎情報ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの □就労支援 □日中活動系サービス

推進 ●社会参加 □居住系サービス

◎ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手段 ●保健・医療 □計画相談支援・

の確保 □生活支援 地域相談支援 （影響）

∨ ◎住まい・まち ●ケアﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ □地域生活支援事業 （調和）

づくりの推進 ◎権利擁護 （整合）

◎交通･移動手段 ◎情報・ｺﾐｭﾆｹｰ

の確保 ｼｮﾝ支援

◎安全・安心な ◎生活環境の

生活環境の整備 安全・安心

∧ 苫小牧市総合計画 （調和・整合） 各種計画

★苫小牧市基本構想 ■高齢者保健福祉計画等

他 ★第５次基本計画 苫小牧市 ■次世代育成支援対策推進行動計画

の ★第ｎ期実施計画 地域福祉計画

分

野 各種法令

苫小牧市自治基本条例 社会福祉法 （介護保険法等）

∨
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５ 計画の期間

新たな「苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「苫小牧市障がい者計画」の計画期

間は、国、北海道及び市における他の計画との整合を図りやすくする観点から、とも

に平成２６年度から平成３４年度までの９年間とします。

なお、福祉のまちづくりや障がい者施策を取り巻く環境の変化にも対応できるよ

う、計画期間を前期（平成２６年度から平成２９年度まで）及び後期（平成３０年度

から平成３４年度まで）に分け、中間見直しを行います。

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

計画の種類 (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

苫小牧市総合計画
第５次基本計画

【後期】（H25－H29）

新たな総合計画

（H30－ ）

苫小牧市地域福祉計画
現行

（H23－H27）
新たな地域福祉計画（H28－ ）

苫小牧市福祉の

まちづくり推進計画

第２期（H26－H34）

【前期】（H26－H29） 【後期】（H30－H34）

苫小牧市障がい者計画
第３期（H26－H34）

【前期】（H26－H29） 【後期】（H30－H34）

苫小牧市障害福祉計画
第３期

(-H26)

第４期

（H27－H29）

第５期以降

（H30－ ）

北海道障がい者基本計画
第２期

（H25－H34）

(国)障害者基本計画
現行

（H25－H29）

新たな(国)計画

（H30－ ）

苫小牧市高齢者保健福祉計画

苫小牧市介護保険事業計画

第５期

(-H26)

第６期

（H27－H29）

第７期以降

（H30－ ）

苫小牧市次世代育成

支援行動計画

後期

(-H26)

新たな子ども・子育て支援のための計画

（H27－ ）

中間見直し
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１ 苫小牧市の人口動態

（１）平成２４年１２月末における人口動態

本市の人口は、平成２４年１２月末、市制始まって以来最多の１７４，４３９人を

数えるに至りました。一方、平成２３年１２月末の人口では、年間を通しての自然減

が初めて自然増を上回りました。超高齢社会の到来と合わせ、本市の人口構造が確実

に変化してきています。

（毎年１２月末現在）

（下段の％はその年代層が全体に占める割合を示したもの）

東西に長く、高度経済成長期に「職住分離」のまちづくりを推進してきた本市は、

高齢化率も地域によって偏在が見られます。介護保険事業における日常生活圏域（７

圏域）によって人口動態を分析すると、西部の超高齢化と東部における若年層の増加

の傾向が顕著であることが分かります。

（平成２４年１２月末の人口動態で分析）

（下段の％はその年代層が全体に占める割合を示したもの）

Ⅱ 福祉のまちづくりと

障がい者施策を取り巻く環境

人 口
平均年齢

総数 15 歳未満 15－64 歳 65 歳以上

平成 22 年 174,138 人
23,760 人

( 13.64%)

114,107 人

( 65.53%)

36,271 人

( 20.83%)
43.82 歳

平成 23 年 174,219 人
23,547 人

( 13.52%)

113,369 人

( 65.07%)

37,303 人

( 21.41%)
44.17 歳

平成 24 年 174,439 人
23,326 人

( 13.37%)

112,110 人

( 64.27%)

39,003 人

( 22.36%)
44.52 歳

人 口
平均年齢

総数 15 歳未満 15－64 歳 65 歳以上

西部 西 25,628 人
2,968 人

( 11.58%)

16,125 人

( 62.92%)

6,535 人

( 25.50%)
46.82 歳

西部 東 22,712 人
2,571 人

( 11.32%)

14,510 人

( 63.89%)

5,631 人

( 24.79%)
47.07 歳

中央部 北西 22,792 人
2,340 人

( 10.27%)

14,005 人

( 61.45%)

6,447 人

( 28.29%)
48.76 歳

中央部 南西 19,132 人
2,356 人

( 12.31%)

11,370 人

( 59.43%)

5,406 人

( 28.26%)
47.25 歳

中央部 22,280 人
2,520 人

( 11.31%)

14,516 人

( 65.15%)

5,244 人

( 23.54%)
45.39 歳

中央部 東 29,520 人
3,824 人

( 12.95%)

19,932 人

( 67.52%)

5,764 人

( 19.53%)
43.56 歳

東部 32,375 人
6,747 人

( 20.84%)

21,652 人

( 66.88%)

3,976 人

( 12.28%)
36.60 歳
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（２）将来の人口動態

本市は現在、人口の自然減を企業活動等による社会増で補い、人口規模を維持して

いる状況にあります。

しかし、国立社会保障・人口問題研究所による地域別将来推計人口の公表資料によ

れば、本市においても間もなく人口減少社会が到来し、新たな「苫小牧市福祉のまち

づくり推進計画」「苫小牧市障がい者計画」の計画期間内である平成３２（2020）年

には人口１７万人を割り込む推計となっています。

（国立社会保障・人口問題研究所 平成２５年３月推計）

（下段の％はその年代層が全体に占める割合を示したもの）

人口減少社会の背景として、少子・高齢化の進行は大きな要因となっています。本

市において、平成２３年に超高齢社会が到来したことは（１）で示したとおりですが、

計画期間が始まって間もなく、６５歳以上人口の市全体人口に占める割合が２５％を

超える見込みとなっています。

さらに、いわゆる「第２次ベビーブーム」世代が６５歳以上となる平成５２（2040）

年には人口１５万人を割り込み、６５歳以上人口の市全体人口に占める割合が３５％

を超えると予想されています。統計上、後期高齢者とされる７５歳以上人口も増加の

一途をたどり、平成５２（2040）年の本市は「５人に１人が後期高齢者」という姿に

なると見られています。

２ 本市における障がい者人口の推移

障がいの種別には、発達障がいや高次脳機能障がいなど、様々な態様がありますが、

ここでは障がい者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）の交

付者数を集計し、推移を見ていきます。

本市の障がい者手帳交付人口は毎年１～２％ずつ増加の傾向を示しており、その４

分の３強は身体障害者手帳の交付者となっています。また、市全体の人口と比べると、

おおよそ５％強の市民が障がい者手帳の交付を受けている計算になります。

人 口

総数 15 歳未満 15－64 歳 65 歳以上 (再掲)75 歳以上

平成 24 年

（2012）
174,439 人

23,326 人

( 13.37%)

112,110 人

( 64.27%)

39,003 人

( 22.36%)

18,117 人

( 10.39%)

推

計

平成 27 年

（2015）
171,480 人

22,194 人

( 12.94%)

105,445 人

( 61.49%)

43,841 人

( 25.57%)

19,993 人

( 11.66%)

平成 32 年

（2020）
168,197 人

20,402 人

( 12.13%)

98,634 人

( 58.64%)

49,161 人

( 29.23%)

23,153 人

( 13.77%)

平成 42 年

（2030）
157,749 人

16,592 人

( 10.52%)

90,717 人

( 57.51%)

50,440 人

( 31.97%)

31,476 人

( 19.95%)

平成 52 年

（2040）
143,889 人

14,530 人

( 10.10%)

77,950 人

( 54.17%)

51,409 人

( 35.73%)

30,132 人

( 20.94%)
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ところで、この数字には、例えば自立支援医療制度を利用している、障がい者手帳

の交付に至らない精神障がいの方は含まれていません。また、障害者総合支援法の施

行により、新たに「障害者」の定義に含まれた難病患者の方も含まれていません。こ

のため、日常生活又は社会生活において、障がいや社会的障壁により暮らしにくさを

感じている方の数は、実際にはもっと多いことが推測されます。

（毎年度３月末現在）

（下段の％は前年度比の増減割合）

障がい者手帳交付人口の中でも最も多い、身体障害者手帳交付者の内訳を分析する

と、６５歳以上人口に属する肢体不自由者が、身体障害者手帳交付者全体の４割を占

めることが分かります。

６５歳以上人口において、身体障害者手帳交付者数が大幅に増えることは、心臓、

腎臓等の内部障がいや視覚等の他の障がいにおいても顕著となっています。超高齢社

会の到来が、障がい者人口も押し上げることが予想されます。

（平成２４年度末の身体障害者手帳交付者数で分析）

（下段の％はその年代層が全体(7,885 人)に占める割合を示したもの）

障がい者手帳交付人口

総数 身体 知的(療育) 精神 (再掲)17 歳以下

平成 22 年度
9,960 人

(+ 1.71%)

7,829 人

(+ 0.90%)

1,371 人

(+ 3.39%)

760 人

(+ 7.34%)

459 人

(+ 5.76%)

平成 23 年度
10,080 人

(+ 1.20%)

7,903 人

(+ 0.95%)

1,426 人

(+ 4.01%)

751 人

(▲ 1.18%)

475 人

(+ 3.49%)

平成 24 年度
10,198 人

(+ 1.17%)

7,885 人

(▲ 0.23%)

1,485 人

(+ 4.14%)

828 人

(+10.25%)

498 人

(+ 4.84%)

身体障害者手帳交付者

総数 15 歳未満 15－64 歳 65 歳以上 (再掲)17 歳以下

肢体不自由
4,896 人

( 62.09%)

89 人

( 1.13%)

1,604 人

( 20.34%)

3,203 人

( 40.62%)

108 人

( 1.37%)

内部障がい
1,870 人

( 23.72%)

29 人

( 0.37%)

543 人

( 6.89%)

1,298 人

( 16.46%)

37 人

( 0.47%)

視覚障がい
486 人

( 6.16%)

4 人

( 0.05%)

147 人

( 1.86%)

335 人

( 4.25%)

4 人

( 0.05%)

聴覚、音声機

能等の障がい

633 人

( 8.03%)

12 人

( 0.15%)

182 人

( 2.31%)

439 人

( 5.57%)

14 人

( 0.18%)

計
7,885 人

(100.00%)

134 人

( 1.70%)

2,476 人

( 31.40%)

5,275 人

( 66.90%)

163 人

( 2.07%)
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１ 基本理念

Ⅰの１（１）で示したとおり、福祉のまちづくりの目指すところは、全ての人々が

安心して快適な日常生活を営み、等しく社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動

に参加することができる地域社会の実現にあります。そのためには、苫小牧市福祉の

まちづくり条例の前文がうたうように、「高齢者、障害者等の積極的な社会参加を可

能とするための福祉のまちづくりが、同時にすべての市民にとって暮らしやすいまち

づくりになるとの認識の下、共に力を合わせ」ていかなければなりません。

この視点は、第２期の市町村障害者計画となる「苫小牧市障害者計画」が、「自立

支援の充実に努めるとともに、市民一人ひとり、地域団体、事業者等、すべての主体

の参画を促すなど、ともに生きるやさしいまちづくりを進める」とした内容と符合し

ます。

このため、新たな時代の新たな計画は、これまでの基本理念を継承し、「苫小牧市

福祉のまちづくり推進計画」「苫小牧市障がい者計画」共通の概念として掲げていく

必要があります。

以上から、「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「第３期苫小牧市障がい者

計画」では、共通の基本理念として次のとおり定めます。

２ 基本方針と施策の体系

基本理念の継承に伴い、「第３期苫小牧市障がい者計画」では、３つの柱となる基

本方針についても、原則として引き継ぐこととします。ただし、新たな時代にふさわ

しいバリアフリーの定着や、ノーマライゼーションの推進体制を確保するため、基本

方針の中を構成する施策の体系を見直し、新たな課題に取り組んでいきます。

また、「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」では、２つの計画の連携を高

めるため、「第３期苫小牧市障がい者計画」におけるバリアフリー分野の基本方針と

施策の体系を共通化させます。その中で、障がいのある方のみならず、お年寄りや妊

産婦、乳幼児を連れた人など、多くの市民にとって暮らしやすい福祉のまちづくりを

計画的に推進していきます。

さらに、２つの計画に共通する、計画の推進体制を新たに定め、苫小牧市自治基本

条例や苫小牧市総合計画の考え方を踏まえた施策の展開を図っていきます。

以上の内容を図示すると、次ページのとおりとなります。

Ⅲ 計画の目標及び体系

ともに創るやさしい苫小牧－自立を応援する福祉のまちづくり－
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【計画の推進体制】

第２期苫小牧市福祉の 情 報 共 有 １ 情報提供と広報・啓発活動

まちづくり推進計画 ２ 庁内推進体制の整備

第３期苫小牧市 １ 福祉のまちづくり推進会議

障がい者計画 市民参加と協働 と地域自立支援協議会

２ 市民参加と協働の取組

【施策の体系】第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画

＜基本理念＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

と

も

に １ 権利擁護の推進

創

る

や １ 権利擁護 虐待の防止と

さ ２ 障がいを理由とする

し 差別の解消

い

苫

小 １ 情報バリアフリーの

牧 推進

│ ２ 情報・ｺﾐｭﾆ

自 ｹｰｼｮﾝ支援

立 ２ コミュニケーション

を 手段の確保

応

援

す １ 住まい・まちづくり

る の推進

福

祉

の ３ 生活環境の ２ 交通・移動手段の

ま 安全・安心 確保

ち

づ

く ３ 安全・安心な

り 生活環境の整備

│
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【施策の体系】第３期苫小牧市障がい者計画

＜基本理念＞＜基本方針＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

１ 教育・育成 １ 障がい児療育の充実

２ 学校教育の充実

自己実現を １ 職業能力の開発・向上支援

応援する ２ 就労支援 ２ 福祉的就労の場の確保

と まちづくり ３ 雇用・就労の促進

も

に

創 １ まちづくり・地域活動への参加促進

る ３ 社会参加 ２ 生涯学習機会の充実

や ３ スポーツ・文化活動の振興

さ

し

い １ 健康の維持・増進

苫 １ 保健・医療 ２ 保健サービスの提供

小 ３ 医療体制の整備

牧

│

自 暮らし １ 在宅サービス等の充実

立 続けられる ２ 生活支援 ２ 施設サービスと地域移行

を まちづくり ３ 発達障がい等への対応

応

援

す １ 相談体制の整備

る ３ ケアﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ２ サービス基盤の整備

福

祉 （↓第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画と共通した施策の体系）

の

ま

ち １ 権利擁護の推進

づ １ 権利擁護 ２ 虐待の防止と障がいを理由と

く する差別の解消

り

│ バリア

フリーの ２ 情報・ｺﾐｭﾆ １ 情報バリアフリーの推進

まちづくり ｹｰｼｮﾝ支援 ２ コミュニケーション手段の確保

３ 生活環境の １ 住まい・まちづくりの推進

安全・安心 ２ 交通・移動手段の確保

３ 安全・安心な生活環境の整備





第 ２ 章

第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画
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１ 福祉のまちづくりの目標

（１）各主体の役割

福祉のまちづくりは、それぞれの主体が担うべき役割を認識し、連携して取り組ま

なければなりません。市、事業者及び市民の役割を次のとおり明らかにすることで、

「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」に基づく施策を展開していきます。

（２）福祉のまちづくりの目標と施策の体系

第１期の苫小牧市福祉のまちづくり推進計画では、「すべての人にやさしいまち苫

小牧」の実現に向けて、５項目の具体的な目標を掲げていました。「第２期苫小牧市

福祉のまちづくり推進計画」では、引き続きこれらの項目を具体的な目標として掲げ

るとともに、施策の体系との関係性を次のとおり位置付け、「第３期苫小牧市障がい

者計画」との連携を高めます。

Ⅰ 福祉のまちづくりの基本的な考え方

【市の役割】

福祉のまちづくりの推進体制を整備するとともに、市民のニーズの把握に努め、福

祉のまちづくりに関する施策のきめ細かな展開を図るほか、公共施設の整備に当たっ

てはバリアフリー化に配慮します。

【事業者の役割】

自らの社会的役割を認識し、自らの責任で、障がい者や高齢者等が安全かつ円滑に

利用できる施設整備を行うなど、福祉のまちづくりに努めます。

【市民の役割】

地域における福祉のまちづくりに積極的に協力、参加するとともに、障がい者や高

齢者等への正しい理解を深め、問題解決に取り組みます。

① 人間性が尊重されるまち （→施策の体系：権利擁護）

本市で生活する全ての人の人間性が尊重され、社会の構成員の一人として生きが

いをもって生活し、活動できるノーマライゼーションの理念が定着したまち

② 自由な移動が保障されるまち （→施策の体系：生活環境の安全・安心）

障がい者や高齢者を含む全ての人が、自力で安心して、安全に移動することが保

障され、社会参加が実現するまち
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【施策の体系】

＜基本理念＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

と

も

に １ 権利擁護の推進

創

る

や １ 権利擁護 虐待の防止と

さ ２ 障がいを理由とする

し 差別の解消

い

苫

小 １ 情報バリアフリーの

牧 推進

│ ２ 情報・ｺﾐｭﾆ

自 ｹｰｼｮﾝ支援

立 ２ コミュニケーション

を 手段の確保

応

援

す １ 住まい・まちづくり

る の推進

福

祉

の ３ 生活環境の ２ 交通・移動手段の

ま 安全・安心 確保

ち

づ

く ３ 安全・安心な

り 生活環境の整備

│

③ 社会的連帯が実現されるまち （→施策の体系：権利擁護）

障がい者や高齢者等の自立とともに、若い世代と高齢者、障がいのある人とない

人が互いに理解し、連帯して、共に支え合いながら、豊かに生きることのできるま

ち

④ 地域での生活が持続できるまち （→施策の体系：権利擁護）

地域での共助により住み慣れた地域で住み続け、働き、学び、遊べるなど、地域

での生活が持続できるまち

⑤ 快適さや豊かさを実感できるまち （→施策の体系：情報・コミュニケーション支援）

（→施策の体系：生活環境の安全・安心）

バリアフリーを当然のことと受け止めながら、まちの美しさ、ゆとりなど、この

まちで生活することの快適さや豊かさを実感できるまち
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２ 公共施設のバリアフリー化の状況

（平成２５年３月３１日現在）



- 20 -

１ 権利擁護

Ⅱ 施策の推進

権利擁護による社会的障壁の除去（バリアフリー化）は、これまでも消費者保護行

政や地域福祉活動、成年後見制度や苫小牧市社会福祉協議会による地域福祉権利擁護

（日常生活自立支援）事業など、数々の取組がなされてきました。こうした動きは、

近年、新たな展開を迎えています。

第一に、平成２４年１０月に障害者虐待防止法が施行されたことにより、ＤＶ・ス

トーカー防止に加え、児童・高齢者・障がいの３分野で虐待防止法制が出揃ったこと

です。

第二に、老人福祉法及び障害者自立支援法（当時）の改正により、司法書士、社会

福祉士等の有資格者によらない成年後見制度の担い手を増やそうとする、いわゆる市

民後見制度の検討の取組が始まったことです。本市においても、平成２５年度に有識

者による市民後見制度検討委員会を設け、その方向性を検討しているところです。

さらに、「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」の計画期間内である平成

２８年４月には、障害者差別解消法が施行されます。このことにより、社会的障壁の

除去における必要かつ合理的な配慮が各主体に求められ、より一層の権利擁護の取組

が求められます。

一方、社会には、障がいのある方に対する理解の不足、誤解や偏見などが残ってい

るのも事実です。市民アンケートでは、「日常生活において、障がい者に対する差別

や偏見、疎外感を感じることがありますか。」との問いに、多くの方が「たまに感じ

る」と回答しています。そして、その内容も「街角での人の視線」「教育の機会」「仕

事や収入」などが挙げられています。こうした日常の場面での理解の促進が権利擁護

の基礎となるものであり、福祉・人権教育等の推進が不可欠となっています。

障がいのある方等の暮らしにくさの解消や権利擁護を図るため、障がいや障がいの

ある方への理解の促進のほか、虐待防止や市民後見等の取組につなげていきます。

→ （１）権利擁護の推進

（２）虐待の防止と障がいを理由とする差別の解消

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）権利擁護の推進

① 福祉・人権教育の推進

ア 保育や教育の場において、障がいのある方に関する教育や交流機会の拡大に努

めます。

イ 福祉講座や講演会のほか、学校や地域のボランティア活動による車椅子体験等

の体験学習機会を通じて、広く障がいや障がいのある方についての理解と認識を

深める取組を進めます。

ウ 「北海道人権施策推進基本方針」に基づき、福祉関係者等へ、障がいのある方

の自己決定の尊重や障がいについての正しい理解の普及など、人権意識の醸成・

高揚を図ります。

② 地域福祉活動の推進

ア 苫小牧市社会福祉協議会が運営するボランティアセンターを拠点に、市民や事

業者、各団体におけるボランティア活動を促進するため、研修事業の企画や相談

助言体制の充実を図ります。

イ 苫小牧市社会福祉協議会をはじめとして、地域福祉活動を担う各団体と市民と

をつなぐネットワークを強化します。

ウ ＮＰＯなどの市民活動を促進するため、市民活動に関する情報提供や相談に対

応します。

③ 市民後見制度の導入検討

ア 地域において障がい者、高齢者等が安全で安心した生活を送れるよう、地域福

祉権利擁護（日常生活自立支援）事業や成年後見制度の周知を図ります。

イ 増加が予想される障がい者、高齢者等の権利擁護のニーズに応えるため、市民

後見制度の導入を検討します。

主 な 施 策
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（２）虐待の防止と障がいを理由とする差別の解消

① 虐待の防止のための支援体制の整備

ア 虐待の疑いがある旨の相談、通報等に対して適切に対応するとともに、障がい

者、高齢者等を養護すべき者が虐待に向かうことを防止するために必要な支援を

行います。

イ 関係機関による連携体制を整え、虐待の防止のために必要な情報交換を行うこ

とにより、虐待事案が発生した場合の迅速な対応につなげます。

② 障がいを理由とする差別の解消

ア 障がいや障がいのある方に対する理解を深めるために必要な情報提供や啓発

活動を行い、障がいを理由とする差別の解消につなげます。

イ 障がいを理由とする差別について、障がいのある方やその関係者からの相談に

応じるとともに、その紛争の防止又は解決に資する体制の整備を図ります。

主 な 施 策
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２ 情報・コミュニケーション支援

（１）情報バリアフリーの推進

平成１０年代以降のＩＴの発達は、パソコンのみならず携帯電話等の利便性の向上

にも波及し、障がいのある方の情報収集や発信を容易にするだけではなく、職域の拡

大、多様な社会参加の促進などにも寄与することが期待されています。

一方で、視覚障がいや聴覚障がいのある方の情報格差の解消を図り、コミュニケー

ション手段を確保するため、音声による情報伝達や点字、手話、要約筆記等の普及が

必要となります。

これまで、視覚障がいや聴覚障がいのある方のための広報、ユニバーサルデザイン

等に配慮した市ホームページの作成、公共施設におけるファックスや専用端末の設

置、聴覚・音声言語に障がいのある方への手話通訳員の配置及び派遣等を行い、情報・

コミュニケーション支援を図ってきました。今後も、これらの取組を継続しつつ、障

がい特性に対応した多様な情報提供の充実、ＩＴの発達に対応したコミュニケーショ

ン支援の推進等が求められます。

障がいのある方の自立と社会参加を支援するために、障がい特性に対応した多様な

手段で情報提供を図るとともに、日常的な情報発信・コミュニケーション手段の確保

を支援します。

→ （１）情報バリアフリーの推進

（２）コミュニケーション手段の確保

① 障がい特性に配慮した情報サービスの充実

ア 市のホームページをはじめ、公共的施設における電光表示や音声放送の適切な

整備、ひらがなや絵記号等による分かりやすい表記など、ユニバーサルデザイン

化とともに障がい特性に配慮した情報提供に努めます。

現 状 と 課 題

基本的な考え方

主 な 施 策
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（２）コミュニケーション手段の確保

イ 成人式など多くの市民が参加する会議への手話通訳者、要約筆記者等の派遣・

配置を働きかけます。

ウ 一人暮らしの障がい者や高齢者等に対する、急病や事故などの突発的な事態が

発生した場合に対応する緊急通報システムの設置事業を引き続き行います。

エ 聴覚障がいのある方のみで構成される世帯等に対し、障がい者対応住宅用火災

警報器の設置を促します。

② ＩＴ講習の実施

障がいのある方を対象に、通信情報技能取得に向けたＩＴ講習を実施します。

① 聴覚障がい者に対するコミュニケーション支援

市役所本庁舎に専任の手話通訳者を配置するとともに、手話通訳者派遣事業を

実施するなど、引き続き聴覚・音声言語障がい者へのコミュニケーション手段の

確保・充実を図ります。

② 視覚障がい者に対するコミュニケーション支援

視覚障がいのある方に対しては、点字図書音声テープ、ＣＤなどその希望に応

じた情報提供に努めます。

③ 要約筆記者の派遣

聴覚障がいがある方のコミュニケーションを円滑にするため、必要に応じて要

約筆記者を派遣します。

④ 人材の育成

障害者基本法において手話が言語として位置付けられたことも踏まえ、手話講

習会の開催等により、手話通訳者の更なる育成を図ります。また、視覚障がいの

ある方については、点訳者、朗読者等関係するボランティア団体と連携を図り、

人材の確保に努めます。

主 な 施 策
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３ 生活環境の安全・安心

平成１４年６月に施行された苫小牧市福祉のまちづくり条例では、市、事業者及び

市民の三者に福祉のまちづくりに関する責務を規定するとともに、これら三者が相互

に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりに取り組むこと等を施策の基

本方針に掲げています。

これまで、公共施設のバリアフリー化事業のほか、バリアフリーマップの作成、福

祉のまちづくりに貢献した方への社会福祉表彰、バリアフリー基準（基礎的基準・誘

導的基準）を満たした公共的施設への適合証の交付等の施策を展開してきました。適

合証の交付については、のぞみコミュニティセンター（平成１５年１１月交付）以来

これまでに１００箇所の公共的施設が認定を受けており、その輪が広がりつつありま

す。

一方、市民アンケートでは「段差や階段がある」「交通が不便だ」「案内表示が見づ

らい」の項目が市内施設を利用する上での不便さとして挙げられており、優先的にバ

リアフリー化が必要と考える公共的施設についても「病院」「スーパー、コンビニ等

の店舗」「学校」等が挙げられるなど、公設・民設の別にかかわらず、日常的に通う

ことの多い施設へのニーズは高く、バリアフリー化の進捗も道半ばであるといえま

す。

今後、少子・高齢化の進行や多くの公共施設の老朽化など、公共的施設を維持・管

理していく上で難しい局面を迎えますが、効果的かつ効率的な施設整備や事業者等と

の連携により、生活環境の安全・安心を確保するバリアフリー化の推進が必要となり

ます。

障がいのある方もない方も、全ての人が安全に生活できるよう、住まいから公共的

施設、交通・移動手段まで連続し、安全・安心なバリアフリー環境の整備を推進しま

す。

→ （１）住まい・まちづくりの推進

（２）交通・移動手段の確保

（３）安全・安心な生活環境の整備

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）住まい・まちづくりの推進

（２）交通・移動手段の確保

① 住宅の整備

ア 市営住宅建替の際に、手すりやエレベーターの設置など、バリアフリーに配慮

した住環境の形成を図るとともに、車椅子利用者に対応した専用住宅及び専用駐

車場を整備します。

イ 障がい者や高齢者等が住み慣れた自宅で暮らし続けられるように、住まいのバ

リアフリーに関する相談窓口を設置します。

② 福祉のまちづくりの推進

ア 障がいのある方もない方もともに利用できる、ユニバーサルデザインのまちづ

くりを進めます。

イ 公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、障がい者や高齢者等が利用し

やすいよう多目的トイレの設置に努めます。

ウ 苫小牧市福祉のまちづくり条例に基づく適合証の交付施設を増やしていきま

す。

① 交通機関等の整備促進

ア 民間事業者による公共交通関係施設の整備が行われる際には、苫小牧市福祉の

まちづくり条例に沿った整備が行われるよう、当該事業者に働きかけます。

イ 公共交通機関を利用することが困難な重度の障がいがある方の移動手段の確

保に努めます。

② 歩行空間のバリアフリー化の推進

ア 視覚障がい者用音響式信号機の設置に努めます。

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）安全・安心な生活環境の整備

イ 幹線道路等の新設及び改築整備において、点字ブロックの設置や段差解消に努

めます。

ウ 除排雪の充実に努めます。また、視覚障がい者や車椅子使用の障がい者などの

移動の妨げとなる放置自転車の撤去や駐輪場を利用する際のルールの徹底など、

市民に対する啓発・指導に努めます。

エ 障がいのある方が、盲導犬や介助犬などの身体障害者補助犬を同伴して公共施

設や商業施設、公共交通機関などを円滑に利用できるよう理解の拡大を促進しま

す。

① 防災対策の体制整備

ア 地震や台風、津波などの災害発生時や樽前山の噴火に備えて、支援が必要な障

がい者や高齢者等の避難支援等を実施するための基礎となる「避難行動要支援者

名簿」等の作成に取り組みます。

イ 災害時要援護者対応マニュアルの作成により、障がい者、高齢者等への防災知

識の普及や、災害時の備えに努めます。

② 防犯対策の体制整備

障がいのため判断能力が不十分な人が、消費者被害や犯罪に遭わないよう相談

指導体制を強化するとともに、犯罪等を未然に防止するため、関係機関との情報

交換や連携を図ります。

主 な 施 策





第 ３ 章

第３期苫小牧市障がい者計画
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平成２５年１２月、これまでの障がい者施策に関する法制度の整備を踏まえ、国に

おいて「障害者の権利に関する条約」が批准されました。この条約では、一般原則の

中で「固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立を尊重

すること。」が第一に挙げられており、障がいのある方の自己実現がいかに大切であ

るかが示されています。

「第３期苫小牧市障がい者計画」においても、引き続き「自己実現を応援するまち

づくり」を基本方針のひとつとして掲げ、障がいのある方の自立を応援していきます。

【施策の体系－抄】

＜基本理念＞ ＜基本方針＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

│ １ 教育・育成 １ 障がい児療育の充実

自 ２ 学校教育の充実

立

をと

応も 自己実現を １ 職業能力の開発・向上支援

援に 応援する ２ 就労支援 ２ 福祉的就労の場の確保

す創 まちづくり ３ 雇用・就労の促進

るる

福や

祉さ １ まちづくり・地域活動への参加促進

のし ３ 社会参加 ２ 生涯学習機会の充実

まい ３ スポーツ・文化活動の振興

ち苫

づ小

く牧 暮らし続けられるまちづくり

り

│

バリアフリーのまちづくり

Ⅰ 自己実現を応援するまちづくり

■ 自己実現を応援するまちづくり ■

障がいのある人もない人も、自己選択と自己決定の下にそれぞれの能力を十分に発

揮し、自分らしく、いきいきと生きることができるよう、教育・育成の充実、就労機

会の拡大、地域活動への参加促進など、自己実現を応援するまちづくりを進めます。
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１ 教育・育成

人間のライフサイクルを踏まえたときに、乳幼児期においていかに早期に発育や発

達の遅れを発見し、療育につなげていくかが重要となってきます。

これまで、妊婦や乳幼児を対象とした各種健康診査の助成範囲を拡大するほか、教

室事業の実施、更に乳幼児健康診査で経過観察が必要な乳幼児に対する経過観察クリ

ニック、事後教室、保健師の個別訪問等を実施してきています。

また、公立保育所では保育士を加配し、集団生活が可能な障がい児の受入れを実施

して混合保育を行っています。法人立保育所や幼稚園においても障がい児の受入れが

拡大してきており、心身障害者福祉センター「おおぞら園」（以下「おおぞら園」と

します。）とのネットワークが構築されつつあります。

乳幼児期から学齢期へ移ると、学校教育の場が日中活動の中心を占めるようになり

ます。学校等を通じた相談支援体制の強化や特別支援教育の充実が、その子らしさや

可能性を伸ばしていく上で大きな役割を果たし、将来の自己実現の芽をはぐくむこと

につながります。

これまで、市内の各小学校への特別支援学級の増設を進め、学校において個別の教

育支援計画を策定することにより、それぞれの子に合った教育課程で学校教育を受け

られる体制を整えてきました。一方、市民アンケートでは、障がい児に関する回答と

して「能力や障がいの状況に合った指導」や「相談体制の充実」が高い割合で見受け

られ、引き続き体制の強化が求められています。

障がいの重度・重複化や障がい特性の多様化を念頭に置きながら、これまで実施し

てきた早期発見・早期療育の取組を継続しつつ、更に充実した相談支援が行われるよ

う、教育・福祉・保健・医療の各分野の連携・協力を図ることが重要です。

障がいのある子の発達を支援するために、早期発見から早期療育、更に学齢期への

円滑な移行、それぞれの子のニーズに応じた学校教育の推進など、年齢に応じ、地域

で一貫して取り組む支援体制の充実を図ります。

→ （１）障がい児療育の充実

（２）学校教育の充実

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）障がい児療育の充実

① 早期発見

ア 全ての新生児に対する家庭訪問を引き続き実施し、早期からの相談体制の充実

を図ります。

イ 保健所・医療機関との養育支援体制を充実させ、妊娠、出産時から養育支援の

必要な家庭を支援します。

ウ 各種健康診査の充実や子育て応援ファイル「はぐねっと」の活用等を通じて、

疾病や発育、発達の遅れを早期に発見・支援する体制を整えます。

エ 経過観察が必要な乳幼児の継続的な相談や訪問を実施し、必要に応じ早期療育

への移行を図ります。

オ 乳幼児健康診査の点検・見直しに係る職員研修等を通じて、発達障がい児の早

期発見の体制を強化するとともに、３歳児健診以後の子の支援体制について引き

続き検討していきます。

② 早期療育

ア 全ての認可保育所で、集団生活が可能な障がい児の受入体制を整備します。

イ 軽度発達障がい児の早期発見・早期対応を図るため、おおぞら園、保育所、幼

稚園のネットワークを強化します。

ウ おおぞら園における療育内容を充実します。

エ 地域自立支援協議会その他の場を活用して、子どもの発達支援に関係する者の

連携を図り、更には学齢期の特別支援教育との連携の強化を図ります。

オ 重度肢体不自由児に対する療育支援について、関係機関との連携を図りなが

ら、検討していきます。

主 な 施 策
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（２）学校教育の充実

① 相談支援体制の整備

ア 学校等における就学相談や就学指導等の取組に対する支援を充実します。

イ 北海道立特別支援教育センター、特別支援学校等との連携を図りながら適切な

就学指導に努めます。

ウ 保健、医療、福祉等の関係部局と連携し、情報の共有化や一貫した支援が効果

的に行われるよう相談体制の充実を図ります。

② 特別支援教育の充実

ア 発達の遅れや障がいがあるなど、特別な教育的支援を必要とする児童生徒のた

めに、おおぞら園、保育所、幼稚園との連携を強化し、教育の連続性の確保を図

るなど、支援の充実に努めます。

イ 教員の指導面での専門的な知識や技能の向上を図るため、エリアプロジェクト

協議会の開催等を通じて、積極的・継続的な研修機会の充実に努めます。

ウ 児童相談所、北海道立特別支援教育センター、特別支援学校等との連携を図る

など、特別支援教育の充実に努めます。

③ 一人ひとりのニーズに対応した教育環境の整備充実

特別支援学級の未設置校への設置を市立中学校に拡大するとともに、特別支援学

校（養護学校及び高等養護学校）の苫小牧市への設置について、引き続き北海道に

要請していきます。

主 な 施 策
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２ 就労支援

乳幼児期・学齢期を過ぎ、社会とのかかわりを持つ年代を迎えると、どのように就

労意欲を雇用に結び付け、あるいは社会参加の機会を多く確保することにより、障が

いのある方自身の自己実現につなげていくかが重要となってきます。

就労支援においては、大別して「相談支援・能力開発」「就労の場の確保」「雇用体

制の充実」の３つの取組が重要となります。さらに、障がい者就労では一般就労のほ

か、就労移行支援・就労継続支援サービスを提供する事業所（就労系サービス事業所）

等による福祉的就労も有効活用すべき資源となります。いずれも、市民、企業、行政

等、社会全体での応援体制づくりが必要です。

これまで、公共職業安定所による専門援助のほか、市にも障がい者就労に係る専門

相談員を設置し、求職相談・指導、求職活動同行による企業側との橋渡し、就職後の

企業訪問による就業定着等の取組を行ってきました。平成２０年度に相談員を設置し

てから、延べ５０人を超える障がい者を就労の機会に結び付けてきており、今後も継

続した支援体制の構築が望まれます。

一方、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、一般就労に係る障害者雇用率

の遵守が企業側に求められています。平成２５年４月には民間企業における障害者雇

用率が２．０％に引き上げられていますが、同年６月１日現在の苫小牧管内における

民間企業の障害者雇用率は１．７１％にとどまっています。全国平均１．７６％、全

道平均１．８５％（いずれも同日現在）を下回っており、ジョブコーチの活用等を通

じて、更なる雇用体制の充実が求められているところです。

こうした中、新たな障がい者就労モデル事業「働く幸せチャレンジ事業」が市で始

まっており、製造業等ではない事業形式でもどのように障がい者就労の場を創出でき

るか、実践の蓄積と情報発信が期待されます。

就労は、自立した生活と「働く幸せ」による自己実現に直結する重要な営みです。

障がいのある方が能力を最大限に発揮し、社会に貢献できるよう、それぞれの希望

と障がい特性に応じて、多様な働き方を可能にする支援の充実を図ります。

→ （１）職業能力の開発・向上支援

（２）福祉的就労の場の確保

（３）雇用・就労の促進

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）職業能力の開発・向上支援

（２）福祉的就労の場の確保

① 職業相談・指導

公共職業安定所（ハローワーク）や北海道障害者職業センター等との連携を図

り、きめ細かな職業相談・指導、求職情報の提供などの充実に努めます。

② 職業能力の開発支援

苫小牧地域職業訓練センター（スキルアップセンターとまこまい）等の利用を

促進することにより、職業訓練の活用やＩＴ（情報通信技術）等の就労に役立つ

資格の取得につなげ、障がいのある方の職域を拡大するとともに、在宅就労など

多様な就労形態による雇用の可能性を広げます。

① 福祉的な就労継続の支援

一般企業での就労が困難な方等に対し、就労系サービス事業所等の利用促進を

図り、福祉的就労機会の提供や生産活動に必要な知識及び能力向上のための訓練

など、就労に向けた支援を行います。

② 授産製品の販売等の支援

ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害

者優先調達推進法）に基づく物品等の調達方針を定め、授産製品の販売や役務の

提供の場を確保することにより、福祉的就労の場の確保を図ります。

イ 就労系サービス事業所等で作られる製品の販売を促進するために、市の広報紙

やホームページなどを通じて紹介するなど周知に努めます。

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）雇用・就労の促進

① 障がい者雇用の啓発

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の周知に努めます。

イ 障がい者法定雇用率（民間企業：２．０％）の遵守を企業へ働きかけ、「事業

主が障がいのある方を雇用することは社会的責務である」という考えの定着に努

めます。

ウ 市職員の任用に当たっては、能力や適性に応じた障がい者雇用の確保に努めま

す。

② 一般就労への移行支援

ア 一般就労等を希望している方に対し、事業所内での作業や実習、適性に合った

職場探し、短時間勤務など身体の状況に応じた就労形態の調整など、就労に必要

な支援体制を整備します。

イ 障がい者就労モデル事業「働く幸せチャレンジ事業」を通して、一般就労への

移行支援のあり方について実践例を蓄積し、情報を発信していきます。

ウ 市内企業の障がい者雇用に関する取組について、苫小牧心身障害者職親会等の

協力を得ながら情報の発信について検討します。

③ 職場への定着支援

ア 事業主や従業員が障がいのある方への理解を深めるとともに、職場環境の整

備、労働条件の充実等により職場への定着が図られるよう支援に努めます。

イ 障害者雇用促進法の周知と併せて、事業主における定着支援の取組につなげら

れるよう、北海道障害者職業センターが所管するジョブコーチ等の支援策の周知

に努めます。

主 な 施 策
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３ 社会参加

就労支援の項目でも触れたとおり、どのように社会参加の機会を多く確保し、障が

いのある方自身の自己実現につなげていくかが重要となってきます。

本市では、「苫小牧市心身障害者福祉センター」が設置され、長年にわたり障がい

のある方の交流・学習の拠点として機能してきました。また、障がい者パソコン教室

や障がい者文化教室の開催、各種障がい者スポーツサークル・スポーツ大会の活動支

援、スポーツの場所の提供や利用料金の減免等が行われています。

社会参加においては、行政機関のみならず、日頃から接する市民の層を厚くして、

社会全体で障がいのある方を迎え入れる体制づくりも重要です。平成２５年１２月現

在、苫小牧市社会福祉協議会が把握するボランティア団体は７０近くを数えますが、

その内容も手話活動や視覚障がい者のガイドサポート、サロン活動やパソコンボラン

ティアなど、広がりを見せています。こうした取組と連携しながら、まちづくり・地

域活動、スポーツ・文化活動、生涯学習の機会を確保し、障がいのある方・支援する

方がともに社会参加に取り組めるよう、環境を整備していく必要があります。

障がいのある方が地域社会の一員として、様々な活動に積極的に参加し、生活の質

の向上や自己実現を可能にするために、まちづくり・地域活動への参加促進、生涯学

習機会の充実、スポーツ・文化活動の振興を図ります。

→ （１）まちづくり・地域活動への参加促進

（２）生涯学習機会の充実

（３）スポーツ・文化活動の振興

基本的な考え方

現 状 と 課 題
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（１）まちづくり・地域活動への参加促進

（２）生涯学習機会の充実

① まちづくり・地域活動への障がい者の参加

ア 障がいのある方自身が意見等を述べることができる機会を確保し、その意見の

尊重に努めます。

イ 地域の住民活動や様々な行事の開催に当たっては、障害のある方が参加しやす

いよう、主催者に対して配慮すべき事項の周知に努めます。

② 障がい者の主体的活動の奨励

当事者団体の活動への支援を通して、その活動の促進を図ります。

① 生涯学習機会の充実

インターネットを利用した知識・情報の収集、通信教育の受講などを可能にす

るため、障がい者パソコン教室等を通じて障がいのある方のＩＴ学習を支援する

とともに、ＩＴに関する相談に対応します。

② 情報提供・相談体制の充実

ア 障がいのある方をはじめとする地域社会での学びの場を拡大するため、学習方

法や場所などの相談に応じます。

イ 市の広報紙、ホームページなど、多様な媒体を通じて、生涯学習についての情

報提供を行います。

③ ボランティアなどのサポーターの養成

多様な学習ニーズに対応するため、障がい者パソコンボランティアなど、地域

における生涯学習を支援するサポーターの養成・確保に努めます。

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）スポーツ・文化活動の振興

① 障がい者スポーツの振興

ア 障がい者スポーツの普及講習会の開催、体育館やスケートセンターなど施設・

設備の提供や利用料の減免など、各種障がい者スポーツサークルの活動を支援し

ます。

イ 障がい者スポーツ大会への競技参加者の引率、障がい者スポーツ大会開催に対

応できる施設及び設備の整備など、各種障がい者スポーツ大会への参加と大会開

催を支援します。

② 文化活動の振興

ア 障がい者文化サークルの支援と展示会の開催、障がい者文化教室（パソコン教

室、その他）の開催など、文化活動を支援します。

イ 点訳サービスの実施や音訳図書のＣＤ化に加え、新たな音訳図書の製作を検討

するなど、障がいのある方の文化活動の環境を充実します。

主 な 施 策
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障がいのある方の自己実現には、暮らしの充実が不可欠です。市民アンケートにお

いても、障がいのある方の心配ごととして「健康管理や医療」が多く挙げられており、

そのニーズも多様です。施設や病院での生活から、地域での生活へと大きな流れがで

きつつある現在、障がいのある方の地域生活を応援する体制の構築は、ますます重要

な課題となっています。

「暮らし続けられるまちづくり」の基本方針では、地域生活への移行等昨今の動き

を反映しながら、障がいのある方の自立を応援していきます。

【施策の体系－抄】

＜基本理念＞ ＜基本方針＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

│ 自己実現を応援するまちづくり

自

立

をと １ 健康の維持・増進

応も １ 保健・医療 ２ 保健サービスの提供

援に ３ 医療体制の整備

す創

るる

福や 暮らし １ 在宅サービス等の充実

祉さ 続けられる ２ 生活支援 ２ 施設サービスと地域移行

のし まちづくり ３ 発達障がい等への対応

まい

ち苫

づ小 １ 相談体制の整備

く牧 ３ ケアﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ２ サービス基盤の整備

り

│

バリアフリーのまちづくり

Ⅱ 暮らし続けられるまちづくり

■ 暮らし続けられるまちづくり ■

障がいのある人もない人も、健やかに、地域で自立して豊かに暮らせるよう、利用

者本位の考え方に立って保健・医療や生活支援サービスの量的・質的な充実を図ると

ともに、サービス利用を支援する仕組みづくりを行うなど、住み慣れた地域で暮らし

続けられるまちづくりを進めます。



- 42 -

１ 保健・医療

本市における障がい者手帳交付人口の４分の３強が身体障害者手帳の交付者であ

ることは第１章で触れましたが、その内訳を見ると、身体障害者手帳交付者全体の３

分の２が６５歳以上の方となっています。壮年期以降の疾病等により障がい者となる

場合も多く、健康の維持・増進や生活習慣病の予防は重要な課題となっています。ま

た、健康の維持・増進は、身体障がい以外の障がいのある方にとっても日々の生活の

リズム作りにつながり、より快適な生活環境を整える基礎となります。

市では、平成２０年度「歩こう！イキイキ健康大作戦」、平成２３年度「みんなで

ふくし大作戦」をはじめとして、地域福祉や市民の健康の維持増進を図るための各種

施策を展開し、保健所等とも連携しながら健康の維持・増進を図っています。また、

自立支援医療の給付や重度心身障害者医療費助成制度による支援を通じて、障がいの

ある方が適切な医療を受けられるよう支援しています。

今後も、障がいのある方の高齢化や障がいの重度化が予想される中、福祉サービス

の提供とともに健康の維持・増進、保健サービスの提供、適切な医療を受けるための

体制整備に取り組む必要があります。

障がいの軽減に努め、重度化・重複化、二次障がい及び合併症の防止を図るため、

障がいのある方の健康の維持・増進を図るとともに、適切な保健サービス、医療、医

学的リハビリテーション等を充実します。

→ （１）健康の維持・増進

（２）保健サービスの提供

（３）医療体制の整備

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）健康の維持・増進

（２）保健サービスの提供

① 健康の維持増進

地域の連携と親睦を図るとともに、日常生活の健康度を高め、体力の向上を促

進する「軽スポーツ教室」の普及に努め、障がいのある方の参加を促進します。

② 介護予防

６５歳以上の人を対象とした介護予防事業を継続するほか、高齢者の居場所で

あるサロン等への支援を行い、地域全体での予防体制を整備します。

① 保健サービスの充実

ア 障害者総合支援法による障害福祉サービスを軸に、在宅障がい者保健サービス

の充実を図ります。

イ 保健所と連携しながら、うつ病をはじめとする精神疾患に関する相談・支援体

制とともに、精神疾患が関係した自殺予防対策を充実します。

② 生活習慣病の予防

ア 特定健康診査等の健康支援施策を充実させることにより、糖尿病などの生活習

慣病有病者及び予備軍を減少を図ります。

イ 「健康カレンダー」「広報とまこまい」「市民健康教室」などを通じて、生活習

慣病の予防や健康増進のための知識・情報を分かりやすく提供します。

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）医療体制の整備

① 医療体制の整備

保健所と連携しながら、障がい特性に応じ、障がいのある方が適切な治療を受

けられるよう医療サービスの体制整備を進めます。

② 特定疾患患者（難病患者）への対応

保健所と連携しながら、保健師の訪問指導・相談を充実します。

③ リハビリテーション医療体制の整備

保健所と連携しながら、患者の症状に応じ、早期に適切な医療や医学的リハビ

リテーションが提供できる体制づくりに努めるとともに、障がいを軽減し、自立

を促進するリハビリテーションの充実に努めます。

④ 精神障がい者への相談支援体制の充実

保健所、医療機関等の関係機関との連携を強化しながら、精神障がいのある方

や家族に対する相談支援体制の充実に努めます。

⑤ 医療給付等の充実

ア 自立支援医療（育成医療・更生医療・精神通院医療）の給付を通じて、身体障

がいのある方の自立や健全な育成、精神障がいの適正な医療の普及を図ります。

イ 重度心身障害者医療費助成制度による支援を通じて、障がいのある方の適切な

医療を受けられる機会の確保に努めます。

主 な 施 策



- 45 -

２ 生活支援

平成１５年４月から実施された支援費制度により、障がいのある方の生活支援は、

行政がサービスを決定する「措置」の仕組みから、利用者自らがサービスを選択し、

事業者と直接行う「契約」の仕組みへと転換しました。その後、サービス需要の急増

やサービス提供基盤の地域間格差等の問題が顕在化するとともに、制度運営の将来に

わたる持続可能性の懸念が生じたため、平成１８年４月からは障害者自立支援法によ

る自立支援給付制度が採用され、現在の障害者総合支援法に引き継がれています。

障害者総合支援法では、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づ

く業務の円滑な実施に関する計画の立案が市町村に求められており、本市において

も、平成２５年１２月現在、「第３期苫小牧市障害福祉計画」がその役割を担ってい

ます。この計画によれば、自立支援給付制度に移行した平成１８年度以降、一貫して

居宅介護、就労継続支援、日常生活用具給付等事業など在宅を中心としたサービスの

需要が高まっています。また、施設入所者数についても、平成１７年１０月現在と比

べて２０％程度の減少が見込まれており、施設や病院を退所（院）し、地域生活に移

行する流れが大きくなっています。

また、これまでの法改正により、発達障がい、難病、高次脳機能障がいなどのある

方が、その障がいの内容や程度に応じ、障害者総合支援法に定める「障害者」の定義

に含まれ得ることが明らかになってきています。これらの動きを踏まえつつ、地域で

障がいのある方が暮らしていけるサービスの充実が求められています。

利用者本位の考え方に立ち、個人の多様なニーズに対応したサービスの量的・質的

充実に努め、障がいのある方の地域生活を支える体制の確立を図ります。

→ （１）在宅サービス等の充実

（２）施設サービスと地域移行

（３）発達障がい等への対応

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）在宅サービス等の充実

（２）施設サービスと地域移行

① 在宅福祉サービスの提供

介護が必要な障がいのある方が、個々のニーズや障がい特性などに応じて居宅

介護、短期入所等の必要なサービスを利用し、地域で生活できるよう、障害福祉

サービス等の提供基盤の整備に努めます。

② 生活の場の確保

ア 障がいのある方が、住み慣れた地域で生活を続けたり、施設等から円滑に地域

移行できるよう、グループホームなどの住まいの整備を促進します。

イ 障がいのある方への相談支援体制の充実により、居住可能な民間賃貸住宅の紹

介や地域定着への支援など、地域の居住支援体制の整備に努めます。

③ 地域生活支援事業の実施

ア 障がいのある方が地域で自立した生活ができるよう、コミュニケーションや移

動を円滑にするための支援を行います。

イ 地域生活支援事業の実施に当たっては、市が主体となり障がいのある人のニー

ズに対応したサービスの提供に努めます。

④ 客観的で公平な障害支援区分の認定

客観的で公平な障害支援区分の認定を行うため、保健・医療・福祉の各分野で

豊富な知識や経験がある方を審査会委員に任命し、多面的な視点による審査・判

定を実施します。

① 地域生活を支援する施設サービスの充実

ア 障がいのある方が個々のニーズや障がい特性、ライフステージなどに応じて、

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）発達障がい等への対応

必要なサービスを利用しながら地域で生活することができるよう、施設機能の充

実に努めるとともに、本人の意向を尊重しながら、入所（院）者の地域生活への

移行を促進します。

イ 障がい特性を踏まえつつ、障がいのある方が身近な地域でサービスを利用でき

るよう、障がい種別を超えた通所施設の相互利用を促進します。

ウ 入所施設において、利用者の地域での生活を念頭に置いた支援を促進します。

② 地域に開いた施設づくり

ア 施設の有する設備や専門機能等の地域への開放を促進します。

イ 施設に来所する住民の受入れ拡大、施設や地域で行われる各種行事への相互参

加等により、地域と利用者、地域と施設との交流を促進します。

① 発達障がい者支援の検討・実施

ア 乳幼児期から成人期までの地域における一貫した発達障がい者支援のあり方

を引き続き検討するとともに、早期療育に結び付ける体制づくりに努めます。

イ 北海道発達障害者支援センター「あおいそら」等の協力を得ながら、支援者に

対する障がい特性の理解促進研修を行うなど、発達障がいのある方に対する受容

と支援の輪を広げる取組を進めます。

② 難病患者支援の充実

障害者総合支援法に基づき、居宅介護や日常生活用具の給付を実施し、就労系

サービス事業所の利用を支援します。

③ 高次脳機能障がい者支援の充実

北海道が実施する高次脳機能障がい者支援事業の利用の促進に努めるととも

に、保健所と連携しながら高次脳機能障がいに対する市民の理解を深める取組を

進めます。

主 な 施 策
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３ ケアマネジメント

障がいのある方が必要なサービスを自ら的確に選択し、利用するためには、サービ

スの充実のみならず、そのサービスに結び付くための情報提供を含んだ、身近な相談

支援体制の確立とサービス提供基盤の整備が必要です。とりわけ、障害者総合支援法

では、相談支援体制の充実をねらいとした「計画相談支援」「地域相談支援」などの

新たな自立支援給付制度を導入し、ケアマネジメントの強化を図っています。こうし

た動きからも、その重要性がうかがえます。

これまで、市の相談支援窓口をはじめ、苫小牧市心身障害者福祉センターや苫小牧

市社会福祉協議会、各種福祉施設、学校、病院等が障がいのある方の身近な相談窓口

として機能してきています。

市民アンケートでも、相談をしたことのある機関等として「市役所の窓口」「障害

福祉サービス事業所」「病院」、更に学齢期では「学校」が回答の上位を占めており、

公的機関や専門機関がケアマネジメントの中心を担っているように見受けられます。

また、相談しやすい体制づくりの問いに対しては、「信頼できる相談者がいること」

や「いつでも／ちょっとしたことでも相談に応じてくれること」が回答の上位を占め

ており、より垣根の低い、安心して話を切り出すことのできる相談環境づくりが求め

られています。

今後のケアマネジメントの強化に当たっては、教育・福祉・行政・医療の各分野が

単体で応じる相談支援体制の充実もさることながら、これらの連携により「点」では

なく、「線」「面」で応じる相談支援体制づくりが重要です。

障がいのある方の個々のニーズや障がい特性、社会資源等に応じ、相談対応やサー

ビス調整、権利擁護等の利用者の支援を行うケアマネジメント機能を充実させるとと

もに、相談支援体制を担う各分野の連携を図ります。

→ （１）相談体制の整備

（２）サービス基盤の整備

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）相談体制の整備

（２）サービス基盤の整備

① サービス情報提供体制の充実

『福祉ガイドブック』の刊行をはじめ、市の広報紙やホームページなど、多様

な媒体を通じてサービス情報を提供します。

② 相談窓口の整備・充実

ア 障がいのある方からの様々な相談に適切に対応します。また、障がいのある方

の持つ問題を解決するため、コーディネート機能を持った相談窓口の強化に取り

組みます。

イ 相談先に出向くことが困難な障がい者に対して、アウトリーチ手法も活用した

相談支援体制の整備を進めます。

③ 身近な相談支援体制の充実

民生委員・児童委員、身体障害者相談員などに対して、障がい特性に応じた適

切な情報提供を行うことにより、地域での身近な相談体制の充実を図ります。

④ 地域自立支援協議会の設置

地域における相談支援の適切な実施のため、相談支援事業者、福祉サービス事

業者、保健・医療・教育・雇用関係機関、当事者団体による地域自立支援協議会

を設置し、相談支援事業者の運営評価、困難事例の対応等を協議します。

○ サービス提供基盤の整備

地域生活移行や就労支援などの新たな課題に対応したサービス提供基盤を整

備するため、市内事業所の協力やＮＰＯ等によるサービスの提供など、地域の社

会資源を最大限に活用します。

主 な 施 策

主 な 施 策
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障がいのある方が地域で暮らし続け、自己実現につなげていくためには、その障壁

の除去（バリアフリー）が重要な施策として位置付けられます。来る平成２８年４月

には障害者差別解消法が施行され、社会的障壁の除去における必要かつ合理的な配慮

が各主体に求められるなど、バリアフリー施策は新たな局面を迎えようとしていま

す。

「バリアフリーのまちづくり」の基本方針では、こうした権利擁護の動きを新たに

掲げながら、障がいのある方の自立を応援していきます。

【施策の体系－抄】

＜基本理念＞ ＜基本方針＞ ＜計画－体系＞ ＜計画－施策＞

│ 自己実現を応援するまちづくり

自

立

をと 暮らし続けられるまちづくり

応も

援に

す創 １ 権利擁護の推進

るる １ 権利擁護 ２ 虐待の防止と障がいを理由

福や とする差別の解消

祉さ

のし バリア

まい フリーの ２ 情報・ｺﾐｭﾆ １ 情報バリアフリーの推進

ち苫 まちづくり ｹｰｼｮﾝ支援 ２ コミュニケーション手段の確保

づ小

く牧

り ３ 生活環境の １ 住まい・まちづくりの推進

│ 安全・安心 ２ 交通・移動手段の確保

３ 安全・安心な生活環境の整備

Ⅲ バリアフリーのまちづくり

■ バリアフリーのまちづくり ■

障がいのある人もない人も、相互に個性を認め合い尊重し合うとともに、あらゆる

分野へ参画する機会が均等に与えられるよう、権利の擁護、情報・コミュニケーショ

ン手段の充実、安全・安心な生活環境の整備など、バリアフリーのまちづくりを進め

ます。
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１ 権利擁護

権利擁護による社会的障壁の除去（バリアフリー化）は、これまでも消費者保護行

政や地域福祉活動、成年後見制度や苫小牧市社会福祉協議会による地域福祉権利擁護

（日常生活自立支援）事業など、数々の取組がなされてきました。こうした動きは、

第１章で触れた平成２２年６月の閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な

方向について」以降、新たな展開を迎えています。

第一に、平成２４年１０月に障害者虐待防止法が施行されたことにより、ＤＶ・ス

トーカー防止に加え、児童・高齢者・障がいの３分野で虐待防止法制が出揃ったこと

です。

第二に、老人福祉法及び障害者自立支援法（当時）の改正により、司法書士、社会

福祉士等の有資格者によらない成年後見制度の担い手を増やそうとする、いわゆる市

民後見制度の検討の取組が始まったことです。本市においても、平成２５年度に有識

者による市民後見制度検討委員会を設け、その方向性を検討しているところです。

そして、「第３期苫小牧市障がい者計画」の計画期間内である平成２８年４月には

障害者差別解消法が施行されます。このことにより、社会的障壁の除去における必要

かつ合理的な配慮が各主体に求められ、より一層の権利擁護の取組が求められます。

一方、社会には、障がいのある方に対する理解の不足、誤解や偏見などが残ってい

るのも事実です。市民アンケートでは、「日常生活において、障がい者に対する差別

や偏見、疎外感を感じることがありますか。」との問いに、多くの方が「たまに感じ

る」と回答しています。そして、その内容も「街角での人の視線」「教育の機会」「仕

事や収入」などが挙げられています。こうした日常の場面での理解の促進が権利擁護

の基礎となるものであり、福祉・人権教育等の推進が不可欠となっています。

障がいのある方等の暮らしにくさの解消や権利擁護を図るため、障がいや障がいの

ある方への理解の促進のほか、虐待防止や市民後見等の取組につなげていきます。

→ （１）権利擁護の推進

（２）虐待の防止と障がいを理由とする差別の解消

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）権利擁護の推進

① 福祉・人権教育の推進

ア 保育や教育の場において、障がいのある方に関する教育や交流機会の拡大に努

めます。

イ 福祉講座や講演会のほか、学校や地域のボランティア活動による車椅子体験等

の体験学習機会を通じて、広く障がいや障がいのある方についての理解と認識を

深める取組を進めます。

ウ 「北海道人権施策推進基本方針」に基づき、福祉関係者等へ、障がいのある方

の自己決定の尊重や障がいについての正しい理解の普及など、人権意識の醸成・

高揚を図ります。

② 地域福祉活動の推進

ア 苫小牧市社会福祉協議会が運営するボランティアセンターを拠点に、市民や事

業者、各団体におけるボランティア活動を促進するため、研修事業の企画や相談

助言体制の充実を図ります。

イ 苫小牧市社会福祉協議会をはじめとして、地域福祉活動を担う各団体と市民と

をつなぐネットワークを強化します。

ウ ＮＰＯなどの市民活動を促進するため、市民活動に関する情報提供や相談に対

応します。

③ 市民後見制度の導入検討

ア 地域において障がい者、高齢者等が安全で安心した生活を送れるよう、地域福

祉権利擁護（日常生活自立支援）事業や成年後見制度の周知を図ります。

イ 増加が予想される障がい者、高齢者等の権利擁護のニーズに応えるため、市民

後見制度の導入を検討します。

主 な 施 策
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（２）虐待の防止と障がいを理由とする差別の解消

① 虐待の防止のための支援体制の整備

ア 虐待の疑いがある旨の相談、通報等に対して適切に対応するとともに、障がい

者、高齢者等を養護すべき者が虐待に向かうことを防止するために必要な支援を

行います。

イ 関係機関による連携体制を整え、虐待の防止のために必要な情報交換を行うこ

とにより、虐待事案が発生した場合の迅速な対応につなげます。

② 障がいを理由とする差別の解消

ア 障がいや障がいのある方に対する理解を深めるために必要な情報提供や啓発

活動を行い、障がいを理由とする差別の解消につなげます。

イ 障がいを理由とする差別について、障がいのある方やその関係者からの相談に

応じるとともに、その紛争の防止又は解決に資する体制の整備を図ります。

主 な 施 策
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２ 情報・コミュニケーション支援

（１）情報バリアフリーの推進

平成１０年代以降のＩＴの発達は、パソコンのみならず携帯電話等の利便性の向上

にも波及し、障がいのある方の情報収集や発信を容易にするだけではなく、職域の拡

大、多様な社会参加の促進などにも寄与することが期待されています。

一方で、視覚障がいや聴覚障がいのある方の情報格差の解消を図り、コミュニケー

ション手段を確保するため、音声による情報伝達や点字、手話、要約筆記等の普及が

必要となります。

これまで、視覚障がいや聴覚障がいのある方のための広報、ユニバーサルデザイン

等に配慮した市ホームページの作成、公共施設におけるファックスや専用端末の設

置、聴覚・音声言語に障がいのある方への手話通訳員の配置及び派遣等を行い、情報・

コミュニケーション支援を図ってきました。今後も、これらの取組を継続しつつ、障

がい特性に対応した多様な情報提供の充実、ＩＴの発達に対応したコミュニケーショ

ン支援の推進等が求められます。

障がいのある方の自立と社会参加を支援するために、障がい特性に対応した多様な

手段で情報提供を図るとともに、日常的な情報発信・コミュニケーション手段の確保

を支援します。

→ （１）情報バリアフリーの推進

（２）コミュニケーション手段の確保

① 障がい特性に配慮した情報サービスの充実

ア 市のホームページをはじめ、公共的施設における電光表示や音声放送の適切な

整備、ひらがなや絵記号等による分かりやすい表記など、ユニバーサルデザイン

化とともに障がい特性に配慮した情報提供に努めます。

現 状 と 課 題

基本的な考え方

主 な 施 策
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（２）コミュニケーション手段の確保

イ 成人式など多くの市民が参加する会議への手話通訳者、要約筆記者等の派遣・

配置を働きかけます。

ウ 一人暮らしの障がい者や高齢者等に対する、急病や事故などの突発的な事態が

発生した場合に対応する緊急通報システムの設置事業を引き続き行います。

エ 聴覚障がいのある方のみで構成される世帯等に対し、障がい者対応住宅用火災

警報器の設置を促します。

② ＩＴ講習の実施

障がいのある方を対象に、通信情報技能取得に向けたＩＴ講習を実施します。

① 聴覚障がい者に対するコミュニケーション支援

市役所本庁舎に専任の手話通訳者を配置するとともに、手話通訳者派遣事業を

実施するなど、引き続き聴覚・音声言語障がい者へのコミュニケーション手段の

確保・充実を図ります。

② 視覚障がい者に対するコミュニケーション支援

視覚障がいのある方に対しては、点字図書音声テープ、ＣＤなどその希望に応

じた情報提供に努めます。

③ 要約筆記者の派遣

聴覚障がいがある方のコミュニケーションを円滑にするため、必要に応じて要

約筆記者を派遣します。

④ 人材の育成

障害者基本法において手話が言語として位置付けられたことも踏まえ、手話講

習会の開催等により、手話通訳者の更なる育成を図ります。また、視覚障がいの

ある方については、点訳者、朗読者等関係するボランティア団体と連携を図り、

人材の確保に努めます。

主 な 施 策
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３ 生活環境の安全・安心

平成１４年６月に施行された苫小牧市福祉のまちづくり条例では、市、事業者及び

市民の三者に福祉のまちづくりに関する責務を規定するとともに、これら三者が相互

に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりに取り組むこと等を施策の基

本方針に掲げています。

これまで、公共施設のバリアフリー化事業のほか、バリアフリーマップの作成、福

祉のまちづくりに貢献した方への社会福祉表彰、バリアフリー基準（基礎的基準・誘

導的基準）を満たした公共的施設への適合証の交付等の施策を展開してきました。適

合証の交付については、のぞみコミュニティセンター（平成１５年１１月交付）以来

これまでに１００箇所の公共的施設が認定を受けており、その輪が広がりつつありま

す。

一方、市民アンケートでは「段差や階段がある」「交通が不便だ」「案内表示が見づ

らい」の項目が市内施設を利用する上での不便さとして挙げられており、優先的にバ

リアフリー化が必要と考える公共的施設についても「病院」「スーパー、コンビニ等

の店舗」「学校」等が挙げられるなど、公設・民設の別にかかわらず、日常的に通う

ことの多い施設へのニーズは高く、バリアフリー化の進捗も道半ばであるといえま

す。

今後、少子・高齢化の進行や多くの公共施設の老朽化など、公共的施設を維持・管

理していく上で難しい局面を迎えますが、効果的かつ効率的な施設整備や事業者等と

の連携により、生活環境の安全・安心を確保するバリアフリー化の推進が必要となり

ます。

障がいのある方もない方も、全ての人が安全に生活できるよう、住まいから公共的

施設、交通・移動手段まで連続し、安全・安心なバリアフリー環境の整備を推進しま

す。

→ （１）住まい・まちづくりの推進

（２）交通・移動手段の確保

（３）安全・安心な生活環境の整備

現 状 と 課 題

基本的な考え方
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（１）住まい・まちづくりの推進

（２）交通・移動手段の確保

① 住宅の整備

ア 市営住宅建替の際に、手すりやエレベーターの設置など、バリアフリーに配慮

した住環境の形成を図るとともに、車椅子利用者に対応した専用住宅及び専用駐

車場を整備します。

イ 障がい者や高齢者等が住み慣れた自宅で暮らし続けられるように、住まいのバ

リアフリーに関する相談窓口を設置します。

② 福祉のまちづくりの推進

ア 障がいのある方もない方もともに利用できる、ユニバーサルデザインのまちづ

くりを進めます。

イ 公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、障がい者や高齢者等が利用し

やすいよう多目的トイレの設置に努めます。

ウ 苫小牧市福祉のまちづくり条例に基づく適合証の交付施設を増やしていきま

す。

① 交通機関等の整備促進

ア 民間事業者による公共交通関係施設の整備が行われる際には、苫小牧市福祉の

まちづくり条例に沿った整備が行われるよう、当該事業者に働きかけます。

イ 公共交通機関を利用することが困難な重度の障がいがある方の移動手段の確

保に努めます。

② 歩行空間のバリアフリー化の推進

ア 視覚障がい者用音響式信号機の設置に努めます。

主 な 施 策

主 な 施 策
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（３）安全・安心な生活環境の整備

イ 幹線道路等の新設及び改築整備において、点字ブロックの設置や段差解消に努

めます。

ウ 除排雪の充実に努めます。また、視覚障がい者や車椅子使用の障がい者などの

移動の妨げとなる放置自転車の撤去や駐輪場を利用する際のルールの徹底など、

市民に対する啓発・指導に努めます。

エ 障がいのある方が、盲導犬や介助犬などの身体障害者補助犬を同伴して公共施

設や商業施設、公共交通機関などを円滑に利用できるよう理解の拡大を促進しま

す。

① 防災対策の体制整備

ア 地震や台風、津波などの災害発生時や樽前山の噴火に備えて、支援が必要な障

がい者や高齢者等の避難支援等を実施するための基礎となる「避難行動要支援者

名簿」等の作成に取り組みます。

イ 災害時要援護者対応マニュアルの作成により、障がい者、高齢者等への防災知

識の普及や、災害時の備えに努めます。

② 防犯対策の体制整備

障がいのため判断能力が不十分な人が、消費者被害や犯罪に遭わないよう相談

指導体制を強化するとともに、犯罪等を未然に防止するため、関係機関との情報

交換や連携を図ります。

主 な 施 策
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計 画 の 推 進 体 制
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本市では、市民自治によるまちづくりを推進するため、平成１８年に「苫小牧市自

治基本条例」を制定しました。この中で「情報共有の原則」「市民参加の原則」「協働

の原則」からなる「まちづくりの基本原則」が定められていますが、この基本原則は、

福祉のまちづくり及び障がい者施策においても基本となるものです。

「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「第３期苫小牧市障がい者計画」に

基づく施策を推進するに当たり、この基本原則を念頭に、「情報共有」「市民参加と協

働」を２つの計画に共通した推進体制として位置付けます。また、施策の進捗管理に

ついて定めることにより、より実効性の高い施策の展開を図っていきます。

【計画の推進体制】

第２期苫小牧市福祉の 情 報 共 有 １ 情報提供と広報・啓発活動

まちづくり推進計画 ２ 庁内推進体制の整備

第３期苫小牧市 １ 福祉のまちづくり推進会議

障がい者計画 市民参加と協働 と地域自立支援協議会

２ 市民参加と協働の取組

○苫小牧市自治基本条例（平成１８年条例第３９号）抄

第３条 市民及び市は、まちづくりの理念にのっとり、次に掲げる原則に基づき、市民自治によ

るまちづくりを推進するものとする。

（１）情報共有の原則 市民及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。

（２）市民参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行われること。

（３）協働の原則 市民及び市がそれぞれの役割及び責任に応じ、対等な関係で協力すること。
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１ 情報提供と広報・啓発活動

Ⅰ 情報共有

情報共有は、市民自治によるまちづくりの基礎となるものであり、とりわけ情報提

供の適時性や適切さが重要です。このことは、苫小牧市自治基本条例が示す市の説明

責任を果たすことにもつながり、あるいは「将来の世代に配慮するよう努め」ながら

「自ら又は協働して」推進に努めることとされた市民の責務が果たされる上でも必要

な取組であるといえます。

また、市民アンケートに見るように、障がいのある方に対する差別や偏見、疎外感

といった理解不足の状況が未だ社会に残っていることも事実です。このため、福祉の

まちづくりや障がい者施策を推進するに当たっては、広報・啓発活動を同時に行い、

これらの施策がより効果的に行われるよう環境を整える必要があります。

① 情報提供

ア 『福祉ガイドブック』の刊行をはじめ、市の広報紙やホームページなど、多様

な媒体を通じてサービス情報を提供します。（再掲）

イ 福祉のまちづくりや障がい者施策の進捗状況を市ホームページなどで公表す

るとともに、制度改正があった場合の事業者、関係団体等に対する周知を適切に

行い、障がい当事者のサービス利用等の検討が円滑に行われる環境を整えます。

② 広報・啓発活動

ア 障がいのある方を取り巻く状況や障がい者施策の基本的な考え方等について、

市の広報紙、ホームページ等を通じて広報活動を進めます。また、当事者団体等

が主催する研修会、講演会等の市民への周知を行います。

イ 障がいや障がいのある方に対する理解を深めるために必要な情報提供や啓発

活動を行い、障がいを理由とする差別の解消につなげます。（再掲）

取組のスタンス

具 体 的 な 取 組
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２ 庁内推進体制

③ 障がい者との交流機会の拡大

ア 障がい者週間（１２月３日～９日）をはじめとした各種行事を通じて、障がい

のある方との交流や、地域における交流機会の拡大に努めます。

イ 広く市民を対象としたイベント等に、障がいのある方も気軽に参加できるよう

配慮し、その環境整備に努めます。

ウ 施設が主催するイベントへの地域住民の参加を働きかけ、市民と利用者、地域

と施設の交流を促進します。

情報共有は、市の行政内部においても必要な取組です。特に、福祉のまちづくりに

ついては公共施設等を所管する関係部署と、障がい者施策については教育分野を中心

とする関係部署との連携が不可欠であり、各分野に横断して関係する施策という認識

の下、庁内推進体制の構築が重要となります。

① 福祉のまちづくり庁内連絡会議

「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「第３期苫小牧市障がい者計画」

の進捗状況の把握及び点検を行い、並びに関連施策の推進について協議するため、

庁内組織「苫小牧市福祉のまちづくり庁内連絡会議」を設置し、施策の展開に必

要な情報共有を図ります。

② 地域自立支援協議会等との連携

後述する地域自立支援協議会において必要に応じて関係部署の職員等のオブ

ザーバー出席を求め、情報共有を図るとともに協議の深化を図ります。また、地

域自立支援協議会等で挙げられた関連意見を関係部署に還元し、施策の展開に必

要な情報共有を図ります。

取組のスタンス

具 体 的 な 取 組
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１ 福祉のまちづくり推進会議と地域自立支援協議会

Ⅱ 市民参加と協働

苫小牧市自治基本条例では、市政運営への市民の参加を「市民参加」と、市民及び

市がそれぞれの役割及び責任に応じて対等な関係で協力することを「協働」と定義付

け、市民自治によるまちづくりの基本原則としています。福祉のまちづくりや障がい

者施策を推進する上では、事業者や障がい当事者など、市民一人ひとりの取組がまさ

に必要とされるところであり、市民参加や協働が重要な取組となります。

こうした観点から、市民参加と協働による施策の協議体制を整え、具体的な取組に

つなげていく必要があります。

① 福祉のまちづくり推進会議

市長の附属機関として「苫小牧市福祉のまちづくり推進会議」を設置します。

ここでは、市長の諮問に応じ、福祉のまちづくり推進計画の策定や変更、更には

福祉のまちづくりに関する基本的事項について調査審議し、市長に意見を述べる

機能を有します。

公募委員を含め、市民や学識経験者で推進会議を構成し、福祉のまちづくり推

進計画の進捗管理も担います。

② 地域自立支援協議会

障害者総合支援法に規定する協議会として「苫小牧市地域自立支援協議会」を

設置します。ここでは、地域における障がいのある方への支援体制に関する課題

について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情

に応じた体制の整備について協議を行います。

事業者や障がい当事者、福祉・医療・教育・雇用関係者等により協議会を構成

し、障がい者計画の進捗管理も担います。

取組のスタンス

具 体 的 な 取 組
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２ 市民参加と協働の取組

市民参加や協働は、福祉のまちづくり推進会議や地域自立支援協議会の設置のみで

機能するものではありません。実際の福祉のまちづくりや障がい者施策において、ど

のように行政と市民とが連携した取組を進められるかが重要です。

情報共有で得られる行政と市民との共通認識をベースに、これらの施策がより効果

的に行われるよう市民参加や協働の取組を進めていきます。

① 市民参加

ア 障がい者計画の策定、変更等においては、障がい当事者や公募委員も参加する

地域自立支援協議会等の論議を踏まえるとともに、パブリック・コメントを行う

など市民参加の機会を確保します。

イ 苫小牧市市民参加条例に基づき、政策形成手続において開催された会議等の公

開など、市民参加のために必要な取組を行います。

② 協働

福祉のまちづくりや障がい者施策の推進に当たっては、市民及び市がそれぞれ

の役割及び責任に応じ、対等な関係で協力しながら取り組んでいきます。

取組のスタンス

具 体 的 な 取 組
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苫小牧市総合計画・第５次基本計画（計画期間：平成２０年度から平成２９年度ま

で）における施策及び事務事業については、その評価を市の関係部署で行っています

が、対象となる事務事業に福祉のまちづくりや障がい者施策が多く含まれています。

このため、「第２期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画」「第３期苫小牧市障がい者

計画」の施策評価に当たっては、数値化された評価指標が定められている苫小牧市総

合計画・第５次基本計画の事務事業評価を一部活用し、中間見直し時における客観的

な施策評価につなげていきます。

なお、進捗管理については、前述の「苫小牧市福祉のまちづくり推進会議」「苫小

牧市地域自立支援協議会」が担うこととし、庁内組織「苫小牧市福祉のまちづくり庁

内連絡会議」により庁内関係部署との情報共有や連絡調整を図っていきます。

Ⅲ 施策評価と進捗管理


